
電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 廃 止 す る 条 例

電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 平 成 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 廃 止 前 の 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 以 下 「 旧 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 」 と い う 。 ）

第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 発 行 手 数 料 及 び 旧 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 情 報 提 供 手 数 料 で あ っ て 、

こ の 条 例 の 施 行 の 日 に お い て ま だ 納 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

3 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 第 十 号 を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 第 十 二 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

（ 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

4 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 発 行

手 数 料 の 徴 収 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 発 行 手 数 料 の 指 定 認 証 機 関 へ の 納 付 に 係 る 事 務 は 、 各 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 。

第 三 号

電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 廃 止 に つ い て

電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 九 月 十 七 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 号 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 廃 止 に つ い て
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提 案 理 由

電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 公 的 個 人 認 証 サ ー ビ ス に 係 る 県 の 事 務 が 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 に 移 管 さ れ

る こ と に 伴 い 、 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

１０

平成27年9月議案


